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　タイ国ではエイズの爆発的な流行を背景に、1991年、エイズ対策を政府が取り組む最

優先課題として位置づけ、首相府を中心とする14の省庁からなる「国家エイズ委員会」

が設立されました。以降、タイ政府はエイズの感染予防に取り組んできましたが、これ

に対し、わが方では感染予防を主軸としたプロジェクトを行うことによりタイ政府に協

力を行ってきました。

　しかしながら、エイズに感染した人々に対するケア体制の整備も感染予防と同様に重

要であることが認識されるようになり、上記予防策が一定の成果をみせ、感染者数がほ

ぼ横ばいになってきたことを背景に、タイ政府のエイズにかかる施策も予防からケア体

制の整備に重点が置かれるようになってきています。

　このため、右目的に沿ったエイズ予防・地域ケアネットワークプロジェクトを実施し

てほしいとの要請がタイ国政府から提出されました。その結果、1998年２月から５年間

の予定でプロジェクトを開始し、バンコクとパヤオ県において活動を展開中です。

　国際協力事業団は、開始から約２年を経た本プロジェクトの円滑な実施のために、そ

の進捗状況を確認したうえで今後の協力の方向性について協議すべく、2000年１月22日

から１月29日まで、東海大学医学部長黒川清氏を団長として運営指導調査団を派遣しま

した。

　本報告書は、右調査の結果を取りまとめたものです。

　ここにこれらの調査にあたりまして、ご協力を賜りました関係各位に対しまして、深

甚なる謝意を表します。

　　平成12年２月

国 際 協 力 事 業 団

理事　阿　部　英　樹
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１．運営指導調査団派遣１．運営指導調査団派遣１．運営指導調査団派遣１．運営指導調査団派遣１．運営指導調査団派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的

　タイ王国（以下、タイ）国民のエイズ感染率は１％を超えており、感染予防対策のみでなく、

エイズ患者との社会的共存が可能なケアシステムの構築まで含めた施策が必要とされている。

　タイ政府は1991年に国家エイズ委員会を設立し、エイズ予防対策国家５カ年計画（1997～

2001）を策定するなど、予防策については従来から積極的に取り組んでいる。タイ政府の要請に

基づき、わが国は1993年から３年間、右予防策の強化を目的とするエイズ予防対策プロジェクト

を実施した。

　上記プロジェクト実施後、その成果を受けつつ、上述のエイズにかかわる社会的状況を踏ま

え、タイ政府はいまだ本格的な取り組みに着手されていなかった地域（特に郡）でのケアシステ

ムの構築をめざし、本件プロジェクトによる協力を要請してきた。

　(1) プロジェクト目標

　　　国家レベルでのエイズ対策に適応するエイズ予防および地域ケアにかかる継続的・包括的

な実施モデルの開発と普及

　(2) 期待される成果

　　　(3)の６分野を視野に入れた、県衛生局、郡衛生局、ヘルスセンターを軸とするネットワー

クシステムの開発およびその評価システムの開発がパヤオ県で行われ、右モデルがタイの政

策として採用され、他地域に普及されること。

　(3) 活動項目

　　　以下の６分野について、政策、各種プログラムを含む現状分析を行い、その改善計画を立

案する。また研修教材・カリキュラムを開発する。さらに、全国セミナーおよび他地域から

パヤオ県へのスタディツアーを実施、パヤオ県での活動の成果を分析し、他県でのモデル展

開の支援につなげていく。

　　　①婚前から終末に至る継続的・包括的なエイズ予防・ケアネットワーク

　　　②HIV・エイズの感染・発症に特化した地域保健情報ネットワーク

　　　③スーパーバイザーによる相談員サポートシステム

　　　④保健医療施設における感染予防対策

　　　⑤ラボラトリーネットワーク

　　　⑥中高生を対象とするエイズ教育



－2－

日順  月日 曜日 　　　　　　　　　　　　移動および業務

 １ １.21  金 移動（団員２）　ヤンゴン→バンコク（NH952）

 ２ １.22  土 資料収集（団員２）

 ３ １.23  日 移動（団員１）　鹿児島→福岡→バンコク（TG140）

移動（団員３、４）　成田→バンコク（JL717）

担当所員との打合せ

 ４ １.24  月 移動　バンコク→チェンライ（TG132）、チェンライ→パヤオ（車両）

専門家との打合せ

 ５ １.25  火 県副知事表敬、ミニッツ協議

 ６ １.26  水 セミナー、関連施設等視察

 ７ １.27  木 移動　パヤオ→チェンライ（車両）、チェンライ→バンコク（TG131）

専門家との打合せ

 ８ １.28  金 ミニッツ署名、DTEC、日本大使館、JICA事務所報告

 ９ １.29  土 移動　バンコク→成田（JL708）

　　　対処方針：プロジェクト開始から約２年を経過した現時点で、これまでの進捗状況のレ

ビューを行い、対象地域拡大の計画、プロジェクトデザインマトリックス（PDM）、その他

懸案事項等について先方と協議を行い、円滑なプロジェクト運営を図る。

　　　特にプロジェクトから提案されている上記(3)活動項目の再編について十分に意見を聴取

し、議論を行い、最終案を持ち帰ることとする。

１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成

　　　　　　　　　　担　当　　　　　氏　名　　　　　　　　　所　　属

　(1) 団　長　　総括／保健政策　　黒川　　清　　東海大学医学部長

　(2) 副団長　　地域保健　　　　　田中喜代史　　国立国際医療センター国際医療協力局長

　(3) 団　員　　医療協力　　　　　吉武　克宏　　国立国際医療センター派遣協力第一課長

　(4) 団　員　　協力計画　　　　　山田　史子　　JICA医療協力部医療協力第一課

１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程
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１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者

　(1) タイ側関係者

　　１）DTEC

　　　　Mr. Banchong Amornchewin Chief of Japan Sub-Division

　　　　Mr. Anuman Leelason Staff of Japan Sub-Division

　　　　Ms. Thawoot Staff of Japan Sub-Division

　　　　Mr. Keiichi TAKEDA JICA Senior Advisor

　　２）保健省

　　　　Dr. Narongsak Angkasuwapala Deputy Permanent Secretary

　　　　Ms. Udomsiri Panrat Provincial Hospital Division, Office of

Permanent Secretary

　　　　Ms. Napa Wongsilp Rural Health Division, Office of

Permanent Secretary

　　　　Ms. Kanjana Sirikomon Rural Health Division, Office of

Permanent Secretary

　　３）パヤオ県庁

　　　　Mr. Somporn Anuyouthpong Vice Governor of Phayao Province

　　４）パヤオ県医務局

　　　　Dr. Petchsri Sirinirund Provincial Chief Medical Officer Director

　　　　Dr. Aree Tanbanjon Deputy Provincial Chief Medical Officer

　　　　Ms. Saowanee Panpathanakul Chief, STD Section and AIDS Action Center

　　　　Mr. Suwat Lerchayantee Technical Officer, AIDS Action Center

　(2) 日本側関係者

　　１）JICAタイ事務所

　　　　岩口　健二　　　　　所長

　　　　梅崎　　裕　　　　　次長

　　　　笛吹　　弦　　　　　所員
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２．総　括２．総　括２．総　括２．総　括２．総　括

　２年目までの総括として、このプロジェクトの難しさはHIV／AIDSが従来からのタイの重要懸

案であり、すでに国としての対応策が導入されているということと、これらとJICAの役割の分担

の明確化と調整にあると考えられる。昨年度の訪問では、本プロジェクトの全般的な目的と各活

動項目の内容と推進策は理解されたものの、これらの目標設定と実行の実現への効果と進捗状況

の把握が必要と判断されたため、次年度以降は年間の中間報告書を提出するよう求めた。

　これらを踏まえた現地での討論によって、2000年度からはプロジェクトに包括される内容を変

更することなく、全体の活動項目を３つの実行可能と思われるプログラムに再編成することが提

案された。本調査団はこの変更を検討し、さらに今回の現地調査訪問での現地当局者、JICA側担

当者の意見聴取と討論を通じて、この再編が適切であり、プロジェクト遂行に有効であることを

確認した。さらに、より具体的な指標の設定と、年次の進捗スケジュール表の作成を要望した。

　最近のHIV／AIDSの動向では結核合併の重要性が広く認識されているところであるが、このこ

とがタイそしてパヤオ県でも事実であることが確認できた。したがって、INH投与や直接監視下

短期化学療法（DOTS）などの結核対策の実行性向上がHIV／AIDS対策には必須であり、そのため

にもタイ公衆衛生局の対応が重要であり、このことをタイ当局に要請した。

　年次計画遂行には、当局の協力と両国の当事者の強い意思と実行力は不可欠であり、この点を

再度強調した。２年目の調査訪問はこれらの問題点について改めて認識し、相互の理解を得た。

年次計画に沿ったプログラムの遂行と実行状況のモニターと、タイムリーなフィードバックの提

供がこのプロジェクトの成功へ欠かせないことをさらに確認した。プロジェクトにかかわるすべ

ての委員、関係者が日常的な作業と業務の遂行にあたっていることを確認したが、一人一人の努

力がより的確かつ適切なリーダーシップを通じてさらに効果をあげるよう、いっそうの努力を要

望した。

　以上の各項目についてタイ当局と関係者の理解と合意を得て、１月28日にミニッツの署名に

至った。
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３．プロジェクト実施上の諸問題

３－１　プロジェクトの進捗状況

　1998年２月に開始された技術協力は、HIV／AIDSについての包括的予防とケアを地方保健行政

の一環として、全国の規範となるべきモデル開発を北タイのパヤオ県を舞台に行おうというもの

である。当初の計画では期待される成果として６つの項目が設定され、その実現に向けて活動が

開始された。それはHIV／AIDSについての、①包括的予防と継続的ケア、②地域に根ざした情報

システム、③カウンセリング・ネットワーク、④ラボラトリー検査ネットワーク、⑤ユニバーサ

ル・プレコーション、⑥中学・高校における啓蒙活動、である。

　約１年間の上記の成果をモデルとして発展させる活動を経て、上記の各成果の関連性が明確で

なく、構築すべきモデルの概念が不明確過ぎるとして、日本側専門家とカウンターパートが協議

した結果、本プロジェクトの成果は問題解決または改善に至るプロセスをモデルとして提示する

と結論づけた。そしてそのモデルはLearning and Action Network on AIDS、略してLANAと呼

ばれ、このプロセス・モデルLANAが適応される地域レベルに応じてAIDS competent Tambon、

AIDS competent District、AIDS competent Provinceとなることが期待された。そしてこの

場合のTambon（村）レベルの活動はヘルスワーカーを中心にした人材養成であり、District

（郡）レベルではヘルスシステム開発であり、Provincial（県）レベルでは各関連機関や団体と

の連携・協力関係強化をめざしたパートナーシップ促進という具合に重点的活動項目が設定され

た。このLANAを基本的コンセプトとして、さらに当初計画としてあげられた①～⑥の６つの技術

向上活動を織り込みながら活動が進められた。

　しかし半年が経った時点で、さらに日本側専門家とタイ側カウンターパートとの議論が重ねら

れてきた結果、再度PDMの改編が必要となってきた。それには以下のような背景がある。まず第

一に、タイ側の強いイニシアティブにより、人材養成の活動が急速な高まりをみせているのに対

して、当初計画の６つの技術向上活動が方向性を見出せないまま、進捗が遅れている状況が明確

になってきた。またTambonレベルの人材養成は、自主的に保健問題全体を考える態度を育成する

ため、エイズに特化した研修の導入は時期尚早とされた。加えて地域保健全般の研修の完了ま

で、地域保健スタッフの労働量を増やしたり、自主性を失わせたりする介入は控えてほしいとい

うタイ側からの強い要請があった。第二に、パヤオ県のエイズ対策を全国のモデルとするという

意気込みも、現実にはあるコンポーネント（たとえば住民活動や結核対策など）では、他県のほ

うが進んでいる事例もあることから、むしろ他県との経験交流が必要とされた。第三に、プロ

ジェクト開始時期には、治験的段階であったHIV母子感染予防プログラムが、途上国で可能なHIV

対策として国際的認知を得てきた。またHIV感染者の結核発症率の高まりとともにDOTS療法の重

要性がはっきりしてきた。すなわちHIV／AIDS対策のモデルをめざすプロジェクトで、これらを
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考慮しない活動はその存在意義を問われる状況となってきた。

　また前回の調査団往訪時に指摘されていた、プロジェクト成果の整理・簡素化、優先順位づ

け、資源の集中化、なども考慮されるべき時期にきていた。

　以上の結果から、プロジェクトの成果は３つに絞り込まれた。①人材開発、②母子感染予防を突

破口とした、システム・技術開発、③コミュニティ活動、である。特に②の技術開発の分野に日本

側からの強い技術協力を求められた。

　これはAZTがタイで国内生産されるようになった結果、近い将来にタイ側で自前調達の可能性

が高くなってきていることを踏まえ、AZT投与と粉ミルク授乳による母子垂直感染を予防するこ

とをエイズ対策の切り口として感染母親とその子へのケアの輪を広げていくというものである。

プロジェクト開始直後に押し寄せたタイの経済危機に対して実施した、JICAの開発支援費を通じ

た途上国として最小限可能な薬剤AZTと粉ミルク供与による母子垂直感染予防対策は、本プロジェ

クトが最も力を入れて支援してきた部分であり、すでに、この成果は母子垂直感染対策の国家政

策に取り入れられた。これは国家的エイズ対策の立案に寄与するという、Super Goalをすでに

満たしている。

　さらに新規結核患者の半数以上がHIV／AIDS患者であることから、結核併発のエイズ患者を

DOTS療法で治療することで、彼らのケアの向上を図ろうとする手法も導入された。将来は結核の

予防投薬（IPT）、日和見感染予防、さらに究極的にはHIV陽性者の発症予防もしくは早期治療に

つながるトータルケアの道をめざそうという分野で日本側からの技術移転の期待が最も高い。

　それ以外の①人材開発と③コミュニティ活動強化は、パヤオ県がタイのヘルスケア・リフォーム

政策（ヨーロッパ連合の支援を受けている）のフィールドトライアルの場とされている都合上、

またタイ側が熱心な啓蒙的人材開発手法の実施上、エイズ対策に特化したプログラムの実施をし

ばらく控えるように申し渡されている分野として、日本側としては待たざるを得ない状況にあ

る。多くの援助が入り、また独自に開発手法を身につけているタイ特有の現象として、冷静に受

け止めざるを得ない。

３－２　問題と対応策

　３－２－１　プロジェクトの計画について

　　今回、プロジェクト側からPDMの改訂の提案があった。当初計画から1999年初めに１度改訂

が行われ、さらに今回修正が行われたことはすでに述べた。上位目標、直接目標は当初計画ど

おりとして、プロジェクトの成果とそれに至る活動計画が主に変更された。成果を、①人材開

発、②母子感染予防と未発症者へのサービス向上を根幹とした技術開発、③コミュニティによる

エイズ対策の推進の３本柱にし、本プロジェクトがめざしている方向を明確にしようという姿

勢は評価できる。
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　　しかし、なお以下の点でPDMをより完成したものにして、活動項目と評価点を明確にする必

要がある。

　　１）成果の達成目標を明確にし（数値目標が設置できれば、なおよい）、その評価指標を明

らかにする。

　　２）①および③の成果項目が計画のうえで明確化されていない。

　　３）このPDMに基づいた残り３年の活動計画を明確にする必要がある。

　３－２－２　プロジェクトの実施体制

　　パヤオ県における諸活動は、県保健局長をカウンターパートの責任者として技術協力が行わ

れている。しかし活動が多彩なだけに各活動間の関連や位置づけが明確でない部分がある。各

活動の担当者と責任者、そして日本側専門家のかかわりを明示するような組織図が欲しい。

　　中央政府、特に保健省とプロジェクトのかかわりは、DTECからも疑問が投げかけられたが、

思ったほど積極的ではない。プロジェクト合同会議は１度開かれたきりで、DTECはその会議に

呼ばれなかったとのこと。また、プロジェクトの活動が母子垂直感染予防やDOTSやカウンセリ

ングなどメディカルケアの分野にも広がっていて、保健省の監督部署である病院課、地方課、

CDC、結核課、精神衛生課などとの調整が急務になってきている。保健省も本プロジェクトに

かかわるタスクフォースをもつことを考えているようであるが、調査団としては既存のプロ

ジェクト合同調整委員会や運営委員会をもっと活性化させて、頻回に開くことを提案したい。

　　最終的には、本プロジェクトの成果を保健省が政策レベルまたは全国レベルでどう生かした

いかを明らかにしてほしい。本プロジェクトが地域におけるエイズ対策のモデル開発を行い、

それを国レベルにどう生かすかは、中央政府の責任であることを意識してほしいし、そのつも

りでプロジェクトの進捗を積極的にモニターしてほしい。

　３－２－３　プロジェクト日本側専門家への提言

　　本プロジェクトの難しさは以下の点に集約できる。まずはタイにおけるエイズが国の屋台骨

を揺るがしかねない事態に対し、すでにタイ側自身である程度の対策がとられているなかで、

外国の介入は、それがよほど効果的でなければ受け入れられない可能性がある。次にエイズに

ついては、先進国では早期治療法が確立されつつある状況であるが、タイではエイズ治療薬が

高価であるという理由でその対策がとれない、つまりエイズ患者についてすでに存在する最も

効果的な方法がとれない状況があり、その点を外した対策モデルは説得力に乏しい。最後に、

タイの保健省関係者（中央も地方も）はすでにかなりの知識と経験を有しているところ（それ

が効果をあげているかどうかは疑問がなくはない）、日本からの技術移転をどこまで受け入れ

る姿勢があるかについても難しい面がある。
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　　以上の背景のなかで、プロジェクト専門家は相手側との友好関係を保ちつつ、一定の成果を

あげている点は高く評価したい。この結果は終了時評価で明らかにされるし、その点について

は調査団は何ら危惧はしていない。ただそれをどう表現するかは工夫が必要だろう。

　　そこで今後、以下の点に留意して技術協力活動をすすめていくことが望ましい。ひとつには

本プロジェクトにおける日本の貢献を明確にすること。すでに述べたが、タイ側はすでにある

程度の知識と経験を有しているために、自前でやったという意識が強いだろうが（誇りをもつ

ことはいいが）、本技術協力に限り、日本側のODAに対するパートナー国としての積極的評価

を引き出すためにも必要なことかと思われる。次に日本側専門家のチームリーダーと調整員が

バンコクに、他の専門家がプロジェクト・サイトのパヤオという地方にそれぞれ活動拠点を

もっているところ、くれぐれも専門家同士、および専門家とJICA事務所の連絡、合意を密に行

いながら活動をして頂きたい｡これはかなり意識して行わないと途切れがちとなる可能性がある｡

　　プロジェクト開始後２年が経過して、チームリーダーの交代も予定されているところ、これ

から後半戦に向けて、形に残る成果がでるような活動を期待したい。そのためにも日本側専門

家のプロジェクト目標を見据えたチームワークとカウンターパートとの緊密な協力関係、さら

にJICA関係者や国内委員会等の支援体制の強化が望まれる。

３－３　資機材の利用状況

　ミニッツ（附属資料①）中のリストにある供与済みの機材は、すべて有効に活用されている。

また長期および短期派遣専門家の携行機材として購入されたパソコンは、不安定な電圧および気

候の関係もあり故障、修理に及んだケースがあったが、調査団派遣時点では問題がなかった。

　プロジェクト開始後３年程度を経た時期に資機材の利用状況を調査する場合には、プロジェク

ト終了に向けた先方のメンテナンス体制の構築状況をあわせて調べることが必要と思われる。
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４．合同調整委員会の協議事項４．合同調整委員会の協議事項４．合同調整委員会の協議事項４．合同調整委員会の協議事項４．合同調整委員会の協議事項

４－１　経緯と概要４－１　経緯と概要４－１　経緯と概要４－１　経緯と概要４－１　経緯と概要

　協議以前にミニッツ案についてDr. Petchsri局長の基本的な合意は得られていたが、24日の

打合せおよび25日のPDM再編に関する説明と議論を踏まえ、わが方として以下の事項について加

筆・修正をした案を作成し、右案に関し説明を行った。

　さらにPDMの指標に関しては、明確な指標を設定したほうが各レベルの保健医療従事者にとり

めざすべきものは何かがわかりやすいと判断されること、またどのような指標を設定するかにつ

いては、基本的にプロジェクトにかかわる専門家とカウンターパートにより案を作成するのが望

ましいことを説明した。

　（マイナーな訂正を除く）主な加筆・修正事項は以下のとおりである。

　・２．SUMMARY OF DISCUSSIONSの(4)Promotion of Community Responses to HIV／AIDSに

あげられている各活動について、専門家がNGOおよびPeople with HIV／AIDS（PWA）グルー

プとの協調、連携および既存の県レベルのプログラムの質の改善により促進される旨を加筆

した。

　・同じく２．の(5)Modification of the Project Design Matrixの項で、指標の設定が必

要な旨を加筆した。

　・４．TENTATIVE SCHEDULE OF IMPLEMENTATIONについて、毎年指標に基づいて各活動項目

に関する評価を行う旨を追記した。

　・５．REINFORCEMENT OF PROJECT ORGANIZATIONの項を追加し、結核対策と人材開発の重要

性に鑑み、討議議事録（R/D）で合意されたProject Task Forceに結核課および人材開発

局を加える必要があること、さらに県、郡レベルで結核、母子保健およびエイズ関係スタッ

フの緊密な共同作業が求められる旨を加筆した。

４－２　提言事項４－２　提言事項４－２　提言事項４－２　提言事項４－２　提言事項

　上記協議の結果を踏まえ、調査団から以下の事項について提言を行った。

〈対プロジェクト〉

　　PDM再編後の３つのコンポーネントの目標設定、特に１と３については進め方の点で明確に

されない部分があり、先方との協議のなかで確認したが、いまだ議論が定まらない部分もあ

る。このためプロジェクトに対し全体の明確な目標設定を行うことを提言したので、これによ

り双方の認識の違いは解消されていくものと考える。

〈対タイ側〉

　　ミニッツの署名交換にあたり、サイナーとなった副次官（次官のフォアサイン）に対し、団
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長から以下のとおり提言を行った。

　　(1) 今回PDMの再編を行い、残された３年の協力期間の達成目標、たとえば結核治療の脱落

率を10％以下に抑える等の明確な根拠に基づく数値目標を設定するように提言したので、

右に関しては保健省としての強力な支援をぜひお願いしたい。

　　(2) プロジェクトとしてPDMの目標で設定されているとおり全国レベルに普及可能なモデル

づくりをめざしているので、保健省としてもその方向で努力をお願いしたい。

　　(3) 本プロジェクトの活動はきわめて多岐にわたっており、そのため関係部局間の調整が

重要となってくる。この点に関しても積極的な関与をお願いしたい。特にR/Dで合意され

た合同調整委員会等については、できるかぎり頻繁に開催し、プロジェクトの進捗状況の

確認や共通認識の形成による順調なプロジェクト運営を図るようDTECからも助言を受けて

おり、この点についてもご協力をお願いしたい。
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５．その他５．その他５．その他５．その他５．その他

　今回は調査団の目的のひとつであるプロジェクトの円滑な運営を支援する意図から、カウン

ターパートのインセンティブを高めるべく、団長および副団長による講演が行われた。

　出席者はエイズアクションセンターをはじめとする県保健局からの参加に加え、県病院からも

出席していた。

　彼らにとり若干難解な部分もあったと思われるが、全員が最後まで真剣に聴き、なかには自ら

の経験に照らしつつ熱心に質問する姿も見られ、有意義な機会となったものと思われる。





附　属　資　料

①　ミニッツ

②　インテリム・レポート

③　団長名レター

④　Brief Information of Phayao
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